
 

高契・公告第１５０号 

公 告 

 

建設工事公告における用語の定義、入札後審査型制限付き一般競争入札についての基本事項を定める件（平成２２年高契・公告第１号）の一部を次の

表のように改正します。この公告による改正後の建設工事公告における用語の定義、入札後審査型制限付き一般競争入札についての基本事項を定める件

の規定は、令和７年１１月１日以後に入札手続を開始する建設工事について適用し、同日前に入札手続を開始した建設工事については、なお従前の例に

よるものとします。 

 

 令和７年１１月１日 

 

高松市長 大 西 秀 人      

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 

高契・公告第１号 

公 告 

高松市が発注する建設工事（契約監理課経由分に限る。）の入札後審

査型制限付き一般競争入札（以下「入札」といいます。）に係る高松市

契約規則（昭和３９年高松市規則第３６号。高松市下水道事業の会計事

務の特例に関する規則（平成３０年高松市規則第３４号）第１００条に

おいて読み替えて準用する場合を含み、以下「契約規則」という。）第

６条の規定による公告（以下「建設工事公告」といいます。）における

用語の定義等及び入札手続その他の入札についての基本事項を次のとお

り定めたので、同条の規定により公告します。 

平成２２年４月１２日 

 

 

 

 

高契・公告第１号 

公 告 

高松市が発注する建設工事（契約監理課経由分に限る。）の入札後審

査型制限付き一般競争入札（以下「入札」といいます。）に係る高松市

契約規則（昭和３９年高松市規則第３６号。高松市下水道事業の会計事

務の特例に関する規則（平成３０年高松市規則第３４号）第１００条に

おいて読み替えて準用する場合を含み、以下「契約規則」という。）第

６条の規定による公告（以下「建設工事公告」といいます。）における

用語の定義等及び入札手続その他の入札についての基本事項を次のとお

り定めたので、同条の規定により公告します。 

平成２２年４月１２日 

改正 平成２２年８月１８日〔高契・公告第５１号〕（同年９月

６日以降公表分について適用） 

改正 平成２３年４月１日〔高契・公告第１０号〕（同日以降公



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表分について適用） 

改正 平成２３年６月６日〔高契・公告第２０号〕（同日以降公

表分について適用） 

改正 平成２３年７月２９日〔高契・公告第４７号〕（同年８月

１日以降公表分について適用） 

改正 平成２４年３月２９日〔高契・公告第８号〕（同年４月１

日以降公表分について適用） 

改正 平成２４年５月２８日〔高契・公告第３８号〕（同年６月

１日（１２(１９)に係る部分は、同年９月１日）以降公表分

について適用） 

改正 平成２４年１２月１７日〔高契・公告第１０９号〕（同日

以降公表分について適用） 

改正 平成２５年５月２７日〔高契・公告第４７号〕（同年６月

１日以降公表分について適用） 

改正 平成２５年１０月１日〔高契・公告第９８号〕（同日以降

公表分について適用） 

改正 平成２５年１０月２８日〔高契・公告第１１２号〕（同日

以降公表分について適用） 

改正 平成２６年３月２４日〔高契・公告第８号〕（同年４月１

日以降公表分について適用） 

改正 平成２６年６月３０日〔高契・公告第５９号〕（同日以降

公表分について適用） 

改正 平成２７年３月３０日〔高契・公告第１１号〕（同年４月

１日以降公表分について適用） 

改正 平成２８年６月３日〔高契・公告第３５号〕（同日以降公

表分について適用） 

改正 平成２９年４月１日〔高契・公告第３１号〕（同日以降公

表分について適用） 

   改正 平成３０年４月１日〔高契・公告第２４号〕（同日以降公



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正 令和７年１１月１日〔高契・公告第１５０号〕（同日以降

公表分について適用） 

高松市長 大 西 秀 人 

 

１２ 入札に参加する者に必要な資格の項目においては、次に定めるとこ

ろによる。 

表分について適用） 

改正 平成３１年４月１日〔高契・公告第２７号〕（同日以降公

表分について適用） 

改正 令和２年４月１日〔高契・公告第２８号〕（同日以降公表

分について適用） 

改正 令和２年５月１日〔高契・公告第４５号〕（同日以降公表

分について適用） 

改正 令和２年１０月１日〔高契・公告第１６２号〕（同日以降

公表分について適用） 

改正 令和３年６月１日〔高契・公告第７４号〕（同日以降公表

分について適用） 

改正 令和４年４月１日〔高契・公告第２２号〕（同日以降公表

分について適用） 

改正 令和５年１月１日〔高契・公告第１号〕（同日以降公表分

について適用） 

改正 令和５年４月１日〔高契・公告第１６号〕（同日以降公表

分について適用） 

改正 令和６年４月１日〔高契・公告第１７号〕（同日以降公表

分について適用） 

改正 令和６年６月１日〔高契・公告第６０号〕（同日以降公表

分について適用） 

改正 令和７年２月１日〔高契・公告第７号〕（同日以降公表分

について適用） 

 

 

高松市長 大 西 秀 人 

 

１２ 入札に参加する者に必要な資格の項目においては、次に定めるとこ

ろによる。 



 

(１)  (２)に規定する入札に参加する者に必要な資格を満たさない者

又は１７(５)による入札参加資格の確認を得ない者は、入札に参加

することができない。 

(２)～(１４) 略 

(１５) 他の案件との関係での応札・落札の制限の細項目において

は、次に定めるところによる。 

ア 略 

イ 「同一敷地内案件重複受注禁止」及びこれらの文字の右側の敷

地の表示の意義は、当該敷地内で次の工事について当該建設工事

公告で定める入札書提出期限日において元請としての受注（仮契

約していること又は落札候補者若しくは落札者となっていること

を含む。以下このイにおいて「同一敷地内案件受注」という。）

をしていない者でなければならないことである。したがって、同

一敷地内案件受注をしている者（共同企業体の構成員による場合

を含む。）は、単体企業又は共同企業体の構成員として応募する

ことができない。 

(ア) 高松市（契約監理課経由分に限る。）が発注した          

         工事（随意契約に係るものを除く。(イ)に

おいて「対象工事」という。） 

(イ) 高松市病院局が発注した対象工事 

ウ・エ 略  

 

(１) (２)に規定する入札に参加する者に必要な資格を満たさない者

又は１７(５)による入札参加資格の確認を得ない者は、入札に参

加することができない。 

(２)～(１４) 略 

(１５) 他の案件との関係での応札・落札の制限の細項目において

は、次に定めるところによる。 

ア 略 

イ 「同一敷地内案件重複受注禁止」及びこれらの文字の右側の敷

地の表示の意義は、当該敷地内で次の工事について当該建設工事

公告で定める入札書提出期限日において元請としての受注（仮契

約していること又は落札候補者若しくは落札者となっていること

を含む。以下このイにおいて「同一敷地内案件受注」という。）

をしていない者でなければならないことである。したがって、同

一敷地内案件受注をしている者（共同企業体の構成員による場合

を含む。）は、単体企業又は共同企業体の構成員として応募する

ことができない。 

(ア) 高松市（契約監理課経由分に限る。）が発注した予定価格

１３０万円を超える工事（随意契約に係るものを除く。(イ)に

おいて「対象工事」という。） 

(イ) 高松市病院局が発注した対象工事 

ウ・エ 略  

 

 

 


